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１ 補助対象経費はどのような経

費ですか。 

事務職員等の人件費（賃金、手当等）が対象になります。行政機

関との調整に必要な旅費、物品購入費等は対象になりません。 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までにかかった経費

が対象となります。 

 

２ 補助対象となる業務はどのよ

うなものですか。 

都や区市町村に提出する申請書作成等係る業務に限ります。保育

料引落しのための取引銀行との調整業務、入園手続きに係る業

務、公定価格の試算・適正定員の検討などは対象となりません。 

 

３ 申請業務等を外部委託する場

合も、対象になりますか。 

対象になります。具体的には、コンサル会社等への委託、司法書

士・行政書士等への申請書の作成委託等が挙げられます。他の業

務と合わせて委託する場合は、契約内容の内訳等により、補助対

象経費を説明できるようにしてください。 

 

４ 補助対象経費の算出はどのよ

うに行えばよいですか。 

例：【事務職員等雇用の場合】時間数×時給単価 

              給与×申請業務の割合 

【外部委託の場合】契約金×申請業務の割合 

 

５ 他の業務にも従事している職

員については、どのように申

請すればよいですか。 

申請業務に係る部分のみ対象になります。職員の契約内容の内訳

や業務日誌等、職員が従事している業務の割合が分かる資料によ

り、補助対象経費を説明できるようにしてください。 

 

６ 新設の幼稚園・認定こども園

の申請業務に係る経費は対象

になりますか。 

新設の場合は、対象になりません。 

７ 幼稚園のまま新制度に移行す

る場合も対象となりますか。 

対象となります。 

８ この補助金に申請する職員を

私立幼稚園経常費補助の「私

立学校教育助成金調査表（Ｂ

表）」の本務教職員として申請

している場合、注意する点は

ありますか。 

本補助金の補助対象経費が本務人件費など経常費補助金の補助

対象経費と重複する場合は、経常費補助金の実績報告書の「補助

の対象とならない経費」欄に、重複する経費（補助金交付額では

ない）を記入してください。 

※補助対象となる業務内容、補助対象経費の算出方法、根拠資料の内容等について、御質問等ございま

したら、担当まで御連絡ください。 


